
 

 

Q１ 本社は市内にありませんが、事業所が市内にあります。市内の事業所に 

女性用トイレを設定したいのですが、対象になりますか。 

A１ 本社が市外にあっても市内の事業所での整備は対象になります。 

  本社の所在地に関わらず、市外の事業所での整備は対象になりません。 

 

Q２ 対象となる要件のうち、従業員の４割が女性であることという要件が 

ありますが、従業員にはパートやアルバイトの方を含めますか。 

A２ 雇用保険の被保険者としている場合は従業員として含めます。 

 

Ｑ３ 既存の女性トイレの拡充工事も対象となりますか。 

Ａ３ 対象となります。和式トイレから洋式トイレへの改修、フィッティング 

ボードやベビーキープの設置工事も対象となります。 

 

Ｑ４ 男女兼用トイレを男女別のトイレへ改修する際の工事費用は対象と 

なりますか。 

Ａ４ 対象となります。既存の男性用又は男女兼用の施設を男性用と女性用に 

分ける場合、男性用施設の工事費用も含めることができます。 

 

Ｑ５ 休憩室は対象となりますか。 

Ａ５ 休憩室は男女ともに使用する施設とみなし、対象となりません。 

 

Ｑ６ 更衣室や仮眠室へのエアコンの設置も対象になりますか。 

Ａ６ 更衣室や仮眠室の新設・改修とあわせて設置する場合は対象となります。 

  ただし設置費用が工事費に含まれ、更衣室や仮眠室と不可分であり、 

 他用途に使用しないことが条件となります。 

   

Ｑ７ 付属備品の購入は対象になりますか。 

Ａ７ 移動可能な付属備品の購入は対象となりません。ただし施設と不可分で

あり、設置費用が工事費に含まれる備品は対象となります。 
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Ｑ８ 子連れ出勤スペースとはどのような施設ですか。 

Ａ８ 子連れ出勤が認められている事業所において、従業員が働く執務室の 

一角をパーテーションで区切るなど、その中で子どもたちが過ごすことが 

できるようなスペースです。 

 

Ｑ９ 子連れ出勤スペースと女性専用トイレなど工事を２種類以上行う場合、 

  補助額の配分はどのようになりますか。 

Ａ９ 対象となる全ての工事費用を合算し、補助額を算出するため、各工事に 

  対して補助額が配分されるものではありません。 

 

Ｑ10 補助金交付決定前に着手していた工事も対象となりますか。 

Ａ10 補助金交付決定前の事前着工は対象となりません。 

 


